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１【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

 平成25年２月７日付で、金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第

12号及び第19号の規定に基づき臨時報告書を提出しておりますが、同報告書の記載事項のうち、当該事象が損益及び連

結損益に与える影響額が確定いたしましたので、金融商品取引法第24条の５第５項の規定に基づき訂正報告書を提出す

るものであります。

　

２【訂正事項】

（３）当該事象の損益に与える影響額　

　

３【訂正内容】

訂正箇所は、下線を付して表示しております。

　

（訂正前）

　

（３）当該事象の損益に与える影響額

 上記事象により、当第３四半期連結会計期間の連結決算において、特別損失871億円を計上いたしました。また、当第３

四半期会計期間の個別決算において、特別損失2,482億円を計上いたしました。

 なお、上記（２）①の事象については、当第４四半期においても、国内外での人員関連費用などを特別損失に計上する

予定ですが、影響額については現在精査中です。

　

（訂正後）　

　

（３）当該事象の損益に与える影響額

 上記事象により、当第３四半期連結会計期間の連結決算において、特別損失871億円を計上いたしました。また、当第３

四半期会計期間の個別決算において、特別損失2,482億円を計上いたしました。

 上記（２）①、②等の事象に伴い、当第４四半期連結会計期間の連結決算において、国内での早期退職優遇制度の実施

に伴う割増退職金や欧州子会社ＦＴＳでの人員対策における解雇手当など特別損失635億円を計上いたしました。また、

富士通セミコンダクター株式会社等の国内関係会社の株式評価損として、当第４四半期会計期間の個別決算において、

特別損失296億円を計上いたしました。

以　上
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